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監査の結果に基づき、措置を講じた旨の報告がありましたので、地方自治法第 199

条第 14項の規定により、措置改善事項を公表します。 

 

 

令和３年１月 12日 

 

平戸市監査委員 戸 田 幾 嘉 

 

平戸市監査委員 神 田 全 記 

 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法第 199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく財務監査、行政監

査及び定期監査 

 

第２ 措置を講じた部局及び意思決定を行った部局 

議会事務局 

 

第３ 監査の期間 

    令和２年４月 15日（水） 

 

第４ 措置を講じた内容及び意思決定を行った内容 

   別紙のとおり 



定期監査「指摘事項等」に係る措置状況一覧 

 

【措置を講じた部局：議会事務局】 

区分 内  容 措  置 

指摘 

事項 

１ 契約事務について 

予定価格が、契約規則第 23 条に定める

額を超える契約を随意契約で行う場合で

も、予定価格調書を作成することとなって

いるが、作成していない事例が見られたの

で、関係例規に基づき適正な事務執行に努

められたい。 

 

 

 予定価格調書については、契約規則第

23 条に定める額を超える契約を随意契

約で行う場合であっても、今後は全て作

成を行うよう改めた。 

指導 

事項 

１ 契約事務について 

平戸市議会本会議及び委員会中継シス

テム運用業務の検査調書に記載誤りが散

見されたほか、議会会議録検索システム用

データ作成業務については、仕様書が業務

内容に見合ったものとなっていなかった

ので、適正な事務処理に努められたい。 

 

 

 検査調書の記載については、令和２年

度の出来形分より適正な内容に改めた。

また、仕様書については、次年度よりそ

れぞれの業務内容に見合ったものとなる

よう変更することで、当該業者とも協

議・調整を行ったところである。 

２ フェリーチケットの受払簿について   

大島フェリーチケットについては、受払

簿の残高とチケット残数が一致していな

かったので、適正な管理に努められたい。 

 

 

 大島フェリーチケットの残数と受払簿

の残高が一致していなかった件について

は、確認の結果、当初往路がフェリー、

復路がチャーター使用の予定だったもの

の、他の出席者等との都合により、急遽

往路もフェリーを使用したケースがあ

り、その時に使用したチケット１枚分が、

受払簿に記載漏れとなっていたことか

ら、今後は受払簿に記載漏れがないよう

注意を払い適正な管理に努めたい。 

 


